
第８８号議案 

 

   加東市自転車駐車場条例の一部を改正する条例制定の件 

 

 加東市自転車駐車場条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和６年１２月２日提出 

加東市長 岩 根  正  

 

加東市条例第  号 

 

   加東市自転車駐車場条例の一部を改正する条例 

 

 加東市自転車駐車場条例（令和５年加東市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表により、改正前の欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後の欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改 

める。 

改   正   前 改   正   後 

（名称及び位置） 

第２条 自転車駐車場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。 

名称 位置 
加東市天神バス停駐輪場 加東市天神１８８番地２ 

 

（名称及び位置） 

第２条 自転車駐車場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。 

名称 位置 
加東市天神バス停駐輪場 加東市天神１８８番地２ 
加東市天神西駐輪場 加東市天神１５２３番地 

 



   附 則  

 この条例は、令和７年３月３１日までの間において規則で定める日から施行する。 

 



第８８号議案 要旨 

 

   加東市自転車駐車場条例の一部改正（要旨） 

 

１ 改正理由 

  天神南交差点付近において交通に関する市民の安全を確保するため、駐輪場を設置する

に当たり、施設の設置及び管理に関する必要な事項を定めるものである。 

   

２ 改正内容 

  新たに設置する駐輪場の名称及び位置を定めること。（第２条関係） 

 

３ 施行期日  令和７年３月３１日までの間において規則で定める日 



シェアサイクルポート

天神西駐輪場 「東条バスストップ前」停留所

「天神南」交差点
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